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１  趣 旨  

飲 食 に 起 因 す る 衛 生 上 の 危 害 の 発 生 を 未 然 に 防 止 し 、本 市 に お け る 食 の 安  

全 の 確 保 を 図 る た め 、食 品 衛 生 法（ 昭 和 22 年 法 律 第 233 号 ）第 24 条 の 規

定 に 基 づ き 、令 和 ７ 年 度 に お い て 本 市 が 行 う 食 品 衛 生 監 視 指 導 の 実 施 に 関 す

る 計 画 を 定 め ま す 。  

２  目 的  

食 品 等 事 業 者 が 食 品 の 安 全 性 の 確 保 に 関 す る 役 割 分 担 を 認 識 し 、そ の 責 務

を 果 た し 、安 全 な 食 品 等 を 供 給 し て い る こ と を 確 認 す る た め の 監 視 指 導 の 重

点 的 、 効 率 的 か つ 効 果 的 な 実 施 の 推 進 を 目 的 と し ま す 。  

３  実 施 体 制  

【 監 視 体 制 】  

保 健 所 生 活 衛 生 課 に 食 品 衛 生 監 視 員 、食 鳥 検 査 員 及 び 試 験 検 査 担 当 職 員 を

配 置 し 、 地 域 に 根 ざ し た き め 細 や か な 監 視 指 導 を 実 施 し ま す 。  

【 市 民 等 と の 協 働 】  

消 費 者 、 生 産 者 、 製 造 加 工 業 者 、 流 通 業 者 、 学 識 経 験 者 等 を 構 成 員 と す る  

岡 崎 市 食 の 安 全・ 安 心 推 進 に 関 す る 意 見 交 換 会 を 開 催 し て 幅 広 く 意 見 を 聴 取

し 、 市 民 等 と の 協 働 を 推 進 し ま す 。  

【 関 係 部 局 ・ 機 関 等 と の 連 携 】  

  食 の 安 全 確 保 施 策 を 円 滑 に 実 行 す る た め に 、 関 係 部 局 等 と の 連 携 を 図 り 、

市 内 の 食 の 生 産 か ら 製 造 、加 工 、 流 通 、 消 費 に 至 る ま で の 総 合 的 な 安 全 確 保

施 策 の 構 築 を 図 り ま す 。  

  ま た 、広 域 的 な 食 中 毒 事 案 発 生 時 の 関 係 機 関 相 互 の 連 携 体 制 の 確 保 を 行 い

ま す 。  
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【 試 験 検 査 体 制 】  

試 験 検 査 は 岡 崎 市 総 合 検 査 セ ン タ ー 等 に お い て 実 施 し 、適 切 な 監 視 指 導 を

行 う た め 、 適 正 か つ 迅 速 に 試 験 検 査 を 実 施 す る 体 制 の 整 備 に 努 め ま す 。  

４  監 視 指 導  

監 視 指 導 に あ た っ て は 、 飲 食 に 起 因 す る 健 康 被 害 の 発 生 を 未 然 に 防 止 す る  

た め 、食 中 毒 や 不 良 食 品 の 発 生 状 況 、食 品 の 特 性 ・ 流 通 範 囲 な ど を 考 慮 に 入

れ た 上 で 食 品 の 危 険 度 を 判 断 し て 実 施 し ま す 。ま た 、監 視 指 導 対 象 施 設 に お

け る 年 間 監 視 指 導 予 定 件 数 及 び 重 点 監 視 指 導 事 項 を 設 定 し て 監 視 指 導 を 実

施 し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監 視 指 導 対 象 施 設 に お け る 年 間 監 視 指 導 予 定 件 数  

対 象 施 設  施 設 数  年 間 監 視 指 導 予 定 件 数  

許 可 施 設  5,542施 設  1,900件  

許 可 施 設 以 外 の 施 設  1,398施 設  300件  

               （ 対 象 施 設 数 は 令 和 ６ 年 11月 末 現 在 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監 視 指 導 実 施 回 数 の 設 定  

危 険 度  実 施 回 数  代 表 的 な 業 種 例  

Ａ  ２ 回 /年  学 校 給 食 セ ン タ ー 、 生 食 用 食 肉 取 扱 施 設  等  

Ｂ  １ 回 /年  
集 団 給 食 施 設 、食 中 毒 の 危 険 性 の 高 い 製 造 業 の う ち

大 規 模 な も の  等  

Ｃ  １ 回 /２ ～ ３ 年  
食 中 毒 の 起 こ り に く い 製 造 業 の う ち 大 規 模 な も の  

等  

Ｄ  １ 回 /５ ～ ６ 年  
食 中 毒 や 違 反 の 発 生 の 可 能 性 が ほ と ん ど な い と 判

断 さ れ た 施 設  

 

令 和 ７ 年 度 重 点 監 視 指 導 事 項  

・ Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ に 沿 っ た 衛 生 管 理 の 制 度 化 に 伴 う 監 視 指 導  

・ 生 食 用 食 肉 の 加 工 又 は 調 理  

・ カ ン ピ ロ バ ク タ ー 食 中 毒 対 策  

・ 食 肉 を 原 因 と し た 食 中 毒 の 防 止  

・ ア ニ サ キ ス 食 中 毒 対 策  

・ 加 熱 せ ず に 提 供 、 喫 食 さ れ る 食 品  

・ 異 物 混 入 防 止  ・ 温 度 管 理 の 徹 底  

・ 食 品 、 食 品 添 加 物 等 に 関 す る 表 示  

・ 賞 味 期 限 、 消 費 期 限 の 設 定  
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５  収 去 検 査  

 市 内 に お い て 生 産 、製 造 、加 工 、調 理 、販 売 さ れ る 食 品 等 を 無 償 で 採 取 し 、

規 格 基 準 、添 加 物 、残 留 農 薬 、ア レ ル ゲ ン 、微 生 物 、表 示 等 の 検 査 を 実 施 し 、

違 反 ・ 不 良 食 品 の 流 通 防 止 、 排 除 を 行 い 、 食 品 等 の 安 全 の 確 保 を 図 り ま す 。

ま た 、 重 点 項 目 を 設 定 し て 収 去 検 査 を 実 施 し ま す 。  

 

収 去 品 目 ご と の 検 査 項 目  

収 去 品 目  検 査 項 目  

野 菜 、果 実 、穀 類 、豆 類 等 及 び

そ の 加 工 品  
残 留 農 薬 等 、食 中 毒 菌 等 及 び 食 品 添 加 物 等  

食 肉 、 食 鳥 肉 及 び 食 鳥 卵  残 留 動 物 用 医 薬 品  

食 肉 製 品  成 分 規 格  

乳 製 品  成 分 規 格  

水 産 食 品（ 魚 介 類 、水 産 加 工 品 ） 腸 炎 ビ ブ リ オ 等 食 中 毒 菌 等  

複 合 的 に 調 理 、製 造 さ れ た 食 品  食 中 毒 菌 等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６  一 斉 取 締 り ・ 予 防 啓 発 の 実 施  

  食 中 毒 や 違 反 事 例 の 発 生 し や す い 時 期 等 に は 、 一 斉 取 締 り や 予 防 啓 発 を 実  

施 し ま す 。  

【 夏 期 一 斉 取 締 （ ７ 月 ～ ８ 月 ） 】  

多 く の 食 品 が 流 通 し て い る ス ー パ ー 等 、 夏 期 に 増 加 す る 細 菌 性 食 中 毒 の 原

因 施 設 と な り や す い 給 食 施 設 や 仕 出 し ・ 弁 当 な ど 大 規 模 な 調 理 ・ 製 造 施 設 の

監 視 指 導 を 強 化 し ま す 。  

【 食 品 衛 生 月 間 （ ８ 月 ） 】  

食 中 毒 予 防 の ３ 原 則 「 つ け な い 、 増 や さ な い 、 や っ つ け る ！ 」 等 に つ い て

広 報 し 、 広 く 食 品 等 事 業 者 ・ 消 費 者 に 注 意 を 呼 び か け ま す 。  

【 食 中 毒 警 報 】  

食 中 毒 が 発 生 し や す い 気 象 条 件 が 成 立 し 、 そ の 多 発 が 予 想 さ れ る 場 合 に 発

令 和 ７ 年 度 収 去 重 点 項 目  

・ ア レ ル ゲ ン  

 「 く る み 」が 義 務 表 示 対 象 品 目 へ 追 加 さ れ 、令 和 ７ 年 3 月 31 日 に 経 過

措 置 期 間 が 終 了 す る こ と を 踏 ま え 、く る み を 含 め た ア レ ル ゲ ン の 表 示 に 関

す る 監 視 指 導 を 行 い ま す 。  

・ 漬 物  

 令 和 ３ 年 ６ 月 １ 日 か ら 漬 物 製 造 業 の 許 可 が 必 要 に な り 、 令 和 ６ 年 ５ 月

31 日 に 経 過 措 置 が 終 了 し た こ と を 踏 ま え 、 製 造 者 に 対 し て 衛 生 的 な 製 造

が な さ れ る よ う に 監 視 指 導 を 行 い ま す 。  
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令 さ れ る 食 中 毒 警 報 に つ い て 、 発 令 時 に は 、 迅 速 に 市 内 食 品 関 係 営 業 施 設 及

び 市 民 に 伝 達 し 、 注 意 喚 起 し ま す 。  

【 年 末 一 斉 取 締 （ 11月 ～ 12月 ） 】  

年 末 は 飲 食 店 を 利 用 す る 機 会 が 増 え 、 ク リ ス マ ス 、 正 月 用 の 多 様 な 食 品 等

が 短 期 間 に 大 量 に 流 通 す る な ど 、 食 中 毒 の 危 険 性 が 高 ま る た め 、 飲 食 店 や ス

ー パ ー 等 の 流 通 拠 点 に お け る 監 視 指 導 を 強 化 し ま す 。 ま た 、 ノ ロ ウ イ ル ス に

よ る 食 中 毒 の 予 防 や 、 ふ ぐ に よ る 食 中 毒 の 予 防 啓 発 を 行 い ま す 。  

【 講 習 会 の 実 施 】  

食 中 毒 の 発 生 を 防 止 す る た め の 衛 生 知 識 の 普 及 啓 発 を 行 う た め 、食 品 等 事

業 者 並 び に 消 費 者 等 を 対 象 と し た 講 習 会 を 開 催 し ま す 。  

７  食 品 等 事 業 者 の 自 主 的 な 衛 生 管 理 の 推 進  

食 品 等 事 業 者 の 自 主 的 な 衛 生 管 理 の 推 進 を 図 り ま す 。  

【 自 主 的 な 衛 生 管 理 の 推 進 】  

・ 自 主 検 査 、 原 材 料 の 安 全 性 の 確 認 、 記 録 の 作 成 ・ 保 存  

・ 食 品 取 扱 者 に 対 す る 定 期 的 な 検 便 の 実 施  

・ 食 品 の 適 正 な 表 示 、 施 設 基 準 の 遵 守 、 衛 生 的 取 扱 い 、 従 事 者 教 育  

・ 食 品 衛 生 責 任 者 の 市 等 が 行 う 講 習 会 受 講  

・ Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ 方 式 に よ る 衛 生 管 理  

【 評 価 制 度 の 導 入 の 推 進 】  

食 品 等 事 業 者 の 自 主 的 な 衛 生 管 理 水 準 の 向 上 を 図 る た め 、 岡 崎 市 食 品 衛 生

管 理 優 秀 店 の 認 定 を 推 進 し ま す 。  

 

 

 

 

８  情 報 及 び 意 見 の 交 換 （ リ ス ク コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ） の 実 施  

本 市 の 食 品 衛 生 行 政 、食 の 安 全 に 関 す る 情 報 、食 品 に よ る 健 康 被 害 防 止 の

た め の 情 報 等 に つ い て 、ホ ー ム ペ ー ジ や 市 政 だ よ り 等 を 通 じ て 情 報 提 供 を 行

い ま す 。 ま た 、 食 品 衛 生 講 習 会 や 出 前 講 座 等 を 開 催 し 、情 報 提 供 を 行 う と と

も に 意 見 交 換 を 実 施 し ま す 。  

９  食 育 の 推 進  

  第 ４ 次 岡 崎 市 食 育 推 進 計 画 に 基 づ き 、食 品 の 安 全 性 に 関 す る 食 育 の 推 進 を

図 り ま す 。  

10 計 画 の 実 施 結 果  

  本 計 画 の 監 視 指 導 及 び 検 査 等 の 実 施 結 果 に つ い て は 、令 和 ８ 年 ６ 月 末 ま で

に 公 表 し ま す 。  


